
令和7年度労働者派遣事業
＜事業報告書記載説明資料＞

三重労働局 需給調整事業室
令和7年6月4日・6月5日



７ 産業分類 名称
分類
番号

８ ～

10 親会社の名称 備考

11 請負事業の実施

※労働局記入欄

１　有　　　　２　無 うち構内請負の実施

事業年度の開始の日及び当
該事業年度の終了の日

９ 民営職業紹介事業との兼業 許可・届出番号１　有　　　　２　無

②民営職業紹介事業の許可・届出番号①労働者派遣事業の許可番号

12 備考

１　大企業　　　　２　中小企業

１　有　　　２　無

６ 大企業、中小企業の別

労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【様式確認】

報告様式は、厚生労働省の
ホームページからダウン
ロードできます。

1R5.12

【事業報告提出期間】【様式11号】
6月2日（月）～6月30日（月）



労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【事業報告書とは】

【事業報告提出期間】【様式11号】
6月2日（月）～6月30日（月）

2

【事業報告提出期間】
【様式1２号】【様式1２号-２】
決算月経過後３ヶ月以内に提出



労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第１面】
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第１面】

許可証 下部分 ↓

4

＊派遣実績がない場合も提出は必須です
【実績がない場合の記入箇所】
① 第1面はすべて記入
② 第2面（１）①（全労働者の人数）
③ 第2面の上部欄外に「派遣実績なし」と記入
④ 第5面（10）（マージン率等の情報提供の状況）
⑤ 第6面（11）①キャリアコンサルティングの窓口
担当者の人数

⑥ 第7面の上部欄外に「派遣実績なし」と記入

許可証の左下にある
事業所枝番号を記載する



労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第１面】

許可申請又は更新時に申請用紙に記載した名称と番号を確認！
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第１号（第１面）
※  許　可　番　号

許　　　　　　可

許可有効期間更新

申　請　者

 第５条第１項

第10条第２項

（ふりがな）

１ 氏名又は名称

３ 大企業、中小企業の別

名称

６ 役員の氏名、役名及び住所（法人の場合）

（ふりがな）
役　名 住　所

氏　名
代

表

者

１　大企業　　　　２　中小企業 ４ 全労働者数

５ 産業分類（細分類） 分類番号

記

２ 住　所
〒（　　　　　　　）

（　　　　　）　　　　－　　　　　　

　　　 　年　　　月　　　日

厚　生　労　働　大　臣　　殿

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 の規定により、下記のとおり

 許　　　　　　可
を申請します。

 許可有効期間更新

※ 年月日 　年　　 月 　　日

労働者派遣事業
 許  可

申請書許 可 有 効 期 間 更 新

日本標準産業分類（細分類）

労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第１面】

許可取得時または許可更新時に提出している様式第1号

ここに記載しているもの
と同じ分類名、分類番号
を記載する。
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第１面】

例）
3月決算：令和6年4月1日～令和7年3月31日
12月決算：令和6年1月1日～令和6年12月31日

※ 5月決算：令和6年6月1日～令和7年5月31日
※ 6月決算：令和5年7月1日～令和6年6月30日

※決算月が変更になっている場合は速やかに変更の連絡を！
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第２面】

例）事業年度が4/1～3/31の場合 ：令和7年3月31日時点の人数
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第２面】
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第２面】

10

雇用安定措置の対象労働者とは、
派遣終了後も継続して就業することを
希望している者をいいます



労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第３・４面】
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第５面】
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第６面】
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第11号（第６面）

（11）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

2 2

― ―

2 2

営業職 1 1

その他 1 1

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
うち無期派

遣労働者

うち有期派

遣労働者
計

うち無期派

遣労働者

うち有期派

遣労働者
計

うち無期派

遣労働者

うち有期派

遣労働者

40 10 30 30 5 25 30 5 25

1 ―

全派遣労働者数 実施を希望した者の人数 実施した者の人数

上記以外の担当者 2 ―

1 ―

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

うち社内の者 うち社外の者

キャリアコンサルタント ―

計 2 1

計
うち派遣元責任者

との兼任状況

キャリアコンサルティングの実績が無くても、「全派遣労働者数」の記載

は必要です。

（報告対象期間において在籍していた全派遣労働者数を記載する。報告対

象期間の途中で退職した派遣労働者を含む。)

「派遣実績なし」の場合でも必ず記載して

ください。 派遣元責任者がキャリアコンサルティングの担当者を兼任

している場合は記載すること。

キャリアコンサルタント以外の担当者について記載すること。

職務経験あり：過去にキャリアコンサルティングの経験がある者、

人事部門で3年以上の経験がある者等。
知見あり：キャリアコンサルティングの知識を有する者。



労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第６面】
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第７面】
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第８面】
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様式第11号（第８面）

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（続）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

33 販売類似職業従事者

計
無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

32 商品販売従事者



労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【第７～９面】
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【労使協定】

労使協定締結の有無に係わらず全事業所が提出対象

18

労使協定の写し

□ＮＯ ⇒以下②の回答は不要です。

添付書類チェックシート
労働者派遣事業報告書（年度報告）（6月1日現在の状況報告）

※労使協定で就業規則などによることとしている場合は、労使協定で引用
している就業規則等の該当部分の写しも併せて添付することが必要です。

必要な添付書類

以下の①、②の項目について回答し、「ＹＥＳ」にチェックの入ったものすべてを
労働者派遣事業報告書に添付してご提出ください。

① 労働者派遣法第30条の４第1項の労使協定を締結している。

□ＹＥＳ



労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【労使協定】

36協定×
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定○
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【労使協定】

※ 引用するものは全て該当部分のコピーが必要となります。
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労働者派遣事業 事業報告（様式11号） 【労使協定】

※労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合に提出するもの

例）
労使協定の有効期間が2年以上である場合
（有効期間：令和6年4月～令和8年3月）

↓
令和6年4月～令和7年3月までの一般賃金と
令和7年4月～令和8年3月までの一般賃金の
差異を確認し、一般賃金の額と同等以上で
あることを確認したという確認書

※この確認書は、一般賃金額のみ変更
となった場合に活用できるもので
協定対象派遣労働者の賃金額を変更

する場合は、確認書の提出ではなく、
労使協定を締結し直す必要がある。
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別紙：協定対象派遣労働者の賃金額と適用年度ごとの一般賃金の額の比較 

 

１．一般基本給・賞与等 

 以下のとおり、協定に定める協定対象派遣労働者の基本給・賞与等が、通達第２の１に定める一般基本給・賞

与等と同等以上を確保していることを確認しました。 

等級 職務の内容 

協定に定め

る協定対象

派遣労働者

の賃金の額 

 令和●年

度適用の

対応する

一般賃金

の額 

(△■県 

：0.988) 

令和○年度

適用の対応

する一般賃

金の額 

（△■県 

：0.992） 

対応する

一般の労

働者の能

力・経験 

 

Ａ 

ランク 

上級ソフトウェア

開発（AI 関係等高

度なプログラム言

語を用いた開発） 

3,000～  2,200 2,220 20 年 

Ｂ 

ランク 

中級ソフトウェア

開発（Webアプリ

作成等の中程度の

難易度の開発） 

2,220～ 

 

1,800 1,815 10 年 

Ｃ 

ランク 

初級ソフトウェア

開発（Excel のマ

クロ等、簡易なプ

ログラム言語を用

いた開発） 

1,800～  1,720 1,722 ０年 

 

２．一般通勤手当  

協定に定める協定対象派遣労働者の通勤手当が、通達の第２の２（１）「実費支給により「同等以上」を確

保する場合」により、一般通勤手当と同等以上を確保していることを確認しました。 

 

３．一般退職金 

以下のとおり、協定に定める協定対象派遣労働者の一般退職金が、通達の別添４に定める「令和◎年中小企

業の賃金・退職金事情（東京都）」の統計調査の数値と同等以上を確保していることを確認しました。 

 

 

≧ 



三重労働局 需給調整事業室

令和7年度労働者派遣事業
＜事業報告（様式11号）＞

※期限内での提出よろしくお願いします

改正後の様式は厚生労働省ホームページに掲載しています。入力支援ツール付きの様式も掲載
しますので、ぜひご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-
shoukai/hakenyouryou_00003.html


